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傍聴するに当たっての留意事項 

 
※ 傍聴ができる時間帯 

・委員全員による審議が行われている時間帯に限ります。 
・個人情報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合、個人若しくは団

体の権利利益が不当に侵害されるおそれがある場合、率直な意見の交

換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある場合

には、途中、傍聴を控えさせていただく場合があります。 
・休憩(休会)中は、会議場内に立ち入りはできませんのご了承下さい。 

 
１ 事務局の指定した場所以外の場所に立ち入ることはできないこと 
２ 携帯電話等音の出る機器については、電源は必ず切ること 
３ 写真撮影やビデオカメラ、テープレコーダー等の使用を禁止すること 
４ 静粛を旨とし、審議の妨害になるような行為は慎むこと 
５ 審議会委員等の言論に対して賛否を表明し、又は拍手をすることはできな

いこと 
６ 傍聴中、飲酒および喫煙を禁止すること 
７ 傍聴中の入退室はやむを得ない場合を除き原則禁止とすること 
８ はちまき、ゼッケン、腕章等の会場内における着用を禁止すること 
９ 銃刀類その他危険な物又はプラカードその他審議会の進行を妨げる恐れの

ある物を持っている方、酒気を帯びている方、その他秩序を乱す恐れがあると

認められる方の傍聴はお断りすること 
10 その他、専門部会長及び沖縄地方最低賃金審議会事務局職員の指示に従う

こと 
※なお、これらの事項を順守できない場合には、傍聴の取り消し又は中途退場

を命じることがあります。 
 

沖縄地方最低賃金審議会事務局 
(沖縄労働局労働基準部賃金室) 


